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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
二
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
大
三
島
育
徳
会

二

支
援
法
人
の
住
所

世
田
谷
区
鎌
田
三
丁
目
十
六
番
六
号

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
鎌
田
三
丁
目
十
六
番
六
号

四

指
定
年
月
日

令
和
三
年
九
月
二
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
六
十
七
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
王
子
五
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び

そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

四
十
一
の
規
定
に
よ
り
指
定
調
査
機
関
の
休
止
を
許
可
し
た
の
で
、

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
七

条
の
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名

称

一
般
社
団
法
人
地
域
ケ
ア
総
合
評
価
機
構

二

所

在

地

足
立
区
柳
原
一
丁
目
七
番
八
号
Ｆ
Ｋ
Ｓ
柳
原
別

館
二
階

三

休
止
年
月
日

令
和
三
年
九
月
一
日

四

許
可
年
月
日

令
和
三
年
九
月
一
日

公

告

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
日
本
橋
一
丁
目

東
地
区
）

追
加
す
る
部
分

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
、
日
本
橋
本
町

一
丁
目
及
び
日
本
橋
小
網
町
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
大
泉
学
園
町
四
丁
目
、
大
泉
学

園
町
七
丁
目
及
び
大
泉
学
園
町
八
丁
目

各
地
内

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

北
区
赤
羽
台
一
丁
目
、
赤
羽
台
三
丁
目
、

赤
羽
西
一
丁
目
及
び
練
馬
区
大
泉
学
園

町
四
丁
目
各
地
内

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

北
区
赤
羽
台
一
丁
目
、
赤
羽
台
三
丁
目
、

赤
羽
西
一
丁
目
、
練
馬
区
大
泉
学
園
町

四
丁
目
、
大
泉
学
園
町
七
丁
目
及
び
大

泉
学
園
町
八
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

練
馬
区
平
和
台
三
丁
目
、
平
和
台
四
丁

目
及
び
早
宮
二
丁
目
各
地
内

第
二
種
住
居
地

域

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
津
久
戸
町
、
下
宮
比
町
、
筑
土

八
幡
町
及
び
新
小
川
町
各
地
内

商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

新
宿
区
津
久
戸
町
、
下
宮
比
町
、
筑
土

八
幡
町
及
び
新
小
川
町
各
地
内

準
工
業
地
域

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
下
宮
比
町
及
び
新
小
川
町
各
地

内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
新
宿
区
役
所
、
北
区

役
所
及
び
練
馬
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

臨
海
副
都
心
有

明
南
地
区
地
区

計
画

変
更
す
る
部
分

江
東
区
有
明
三
丁
目
及
び
東
雲
二
丁
目

各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
江
東
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
立

川
都
市
計
画
公
園
及
び
昭
島
都
市
計
画
公
園
に
係
る
都
市
計
画
の
案

を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

立
川
都
市
計
画
公

園
及
び
昭
島
都
市

計
画
公
園

第
九
・
六
・
一

号
昭
和
記
念
公

園

追
加
す
る
部
分

昭
島
市
も
く
せ
い
の
杜
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
立
川
市
役
所
及
び
昭

島
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に

公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
高
速
鉄
道

第
一
号
線
本
線

変
更
す
る
部
分

中
央
区
日
本
橋
小
網
町
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
都
市
高
速
道
路

第
四
号
線
分
岐

線

変
更
す
る
部
分

中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
及
び
日
本

橋
小
網
町
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
十

八
号
線

追
加
す
る
部
分

大
田
区
山
王
二
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分

大
田
区
山
王
二
丁
目
地
内

変
更
す
る
部
分

品
川
区
八
潮
一
丁
目
、
八
潮
二
丁
目
、

八
潮
三
丁
目
、
東
品
川
三
丁
目
、
東
品

川
四
丁
目
、
南
品
川
二
丁
目
、
南
品
川

三
丁
目
、
南
品
川
五
丁
目
、
東
大
井
四

丁
目
、
東
大
井
五
丁
目
、
東
大
井
六
丁

目
、
大
井
一
丁
目
、
大
井
三
丁
目
、
大

井
四
丁
目
、
大
井
五
丁
目
、
大
井
六
丁

目
、
大
井
七
丁
目
、
大
田
区
東
海
三
丁

目
、
東
海
四
丁
目
、
東
海
五
丁
目
、
東

海
六
丁
目
、
山
王
一
丁
目
、
山
王
二
丁

目
、
山
王
三
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、
中

央
二
丁
目
、
中
央
三
丁
目
、
中
央
四
丁

目
、
中
央
六
丁
目
、
中
央
七
丁
目
、
中

央
八
丁
目
、
池
上
一
丁
目
、
池
上
三
丁

目
、
池
上
四
丁
目
、
池
上
五
丁
目
、
池

上
六
丁
目
、
池
上
七
丁
目
、
池
上
八
丁
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目
、
千
鳥
一
丁
目
、
千
鳥
三
丁
目
、
下

丸
子
一
丁
目
、
下
丸
子
二
丁
目
及
び
下

丸
子
三
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
品
川
区
役
所
及
び
大

田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八

王
子
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す

る
。な

お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

八
王
子
都
市
計
画

道
路三

・
三
・
七
十

四
号
左
入
美
山

線

追
加
す
る
部
分

八
王
子
市
谷
野
町
、
み
つ
い
台
一
丁
目
、

み
つ
い
台
二
丁
目
、
犬
目
町
、
川
口
町

及
び
西
寺
方
町
各
地
内

削
除
す
る
部
分

八
王
子
市
谷
野
町
、
犬
目
町
、
川
口
町

及
び
西
寺
方
町
各
地
内

変
更
す
る
部
分

八
王
子
市
左
入
町
、
滝
山
町
一
丁
目
、

谷
野
町
、
犬
目
町
、
川
口
町
、
西
寺
方

町
及
び
美
山
町
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
八
王
子
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
三
百
六
十

二
番
一
、
同
番
三
十
二
、
同
番
三

十
三
の
一
部
、
三
百
六
十
五
番
七

か
ら
同
番
十
ま
で
、
同
番
十
五
、

同
番
十
六
、
三
百
六
十
七
番
二
及

び
三
百
八
十
一
番
二

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
三
百
六

十
五
番
地
の
六

小
野

康
子

多
摩
市
一
ノ
宮
一
丁
目
四
十
四
番

三
の
一
部
及
び
同
番
七
（
第
二
工

区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

三
鷹
市
北
野
四
丁
目
百
十
番
一
、

同
番
十
四
、
百
十
三
番
二
、
百
十

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

四
番
二
及
び
百
十
五
番
十

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎
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